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1. JEOと「認証制度」について
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ＮＰＯ法人 日本エステティック機構とは

経済産業省

２００７年より
経産省報告書

「エステティックサロン認証制度の在り方」
に基づき

エステティックサロン認証をスタート。
続いて、機器認証

試験制度認証の各事業を実施

報告書
「エステティック産
業の適正化関す
る報告書」を発表

２００３年

有識者 業界団体

目的
方針

２００４年
消費者の利益の保護と

エステティック業界の

健全な発展を目的に

第三者機関として設立

運営
普及
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役員構成 （2023年7月１日現在）
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◎エステティックサロン認証基準 要旨

「サロン認証」の基準となるのは「エステティックサロン認証基準」です。
この「認証基準」では大きく、以下のことを定めています。（全48項目）

１．サロンの運営管理体制について

２．集客・広告について

３．消費者相談窓口の設置について

４．契約の適正化について

５．確認及び改善について

サロン認証基準は以下
のQRコードをご参照くだ

さい。

サロン認証運用規程は
以下のQRコードをご参

照ください。

JEO2024/03/18 6



7

(ア)｢継続型エステティックサロン認証｣

対象認証基準項目…４８

(イ)｢非継続型エステティックサロン認証｣

対象認証基準項目…２７
「継続型サロン」＝特定継続的役務提供を実施しているサロン

「非継続型サロン」＝特定継続的役務提供を実施していないサロン
（いわゆる都度払いサロン）

エステティックサロン認証の種類
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認証サロン数の経緯

認証サロン数 脱毛サロン数

2009年 253 ー

2010年 363 ー

2012年 348 ー

2014年 456 ー

2016年 474 10

2018年 482 66

2020年 405 78

2022年 230 28

2023年 231 26
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2.「脱毛サロン」の認証システム
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① 十分な知識と技術を持った安全な施術

＝一般社団法人 日本エステティック振興協議会

認定美容ライト脱毛技術者講習会 合否試験合格者

② 安全な機器の使用

＝特定非営利活動法人日本エステティック機構 認証機器の使用

（一般社団法人 日本エステティック振興協議会美容ライト脱毛適

合審査合格機器）

③ エステティックサロン認証審査に合格すること

（なお 「脱毛サロン」に対しては現地審査にて、機器、技術者の在籍、

施術ルームについて別途審査を実施。）

「脱毛サロン」のサロン認証の要件
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美容ライト脱毛機器の認証審査の内容

1.「エステティック機器認証規格」の確認
⇒共通規格（主に火災や感電等の事故防止）
 個別規格（各機器特有に要求される安全性の確保）

(但し、美容ライト機器適合審査に合格した機器は免除）

2.システム書類審査
申請事業者での申請機器における安全性についての試験

及び検査等システムについて

審査範囲は、「製品の審査」、「製造検査過程審査」
及び「導入研修審査」の3本柱

3.機器導入研修の審査
販売先サロンへの導入機器に関する研修システムについて
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3.「脱毛サロン」トラブルの原因について
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①「毛周期」に基づき「成長期」の体毛に対して、希望する部位
ごとに年3～5回程度の施術を実施する。そのためにエステ
ティックサービス契約を締結することでサロンは役務受領
者が希望する除毛減毛効果を得られるように努めることに
なる。

②約１年間～1年半程度で一定の効果が得られることが想定さ
れるが、効果に関して役務受領者が満足しない場合は有料ま
たは無料にて役務を継続する場合がある。

通常の「脱毛契約」の概要

③役務契約を行う前に役務受領者が除毛減毛施術に対応
できるかどうかを契約前に確認する必要がある。
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①飲食業などのコロナ禍の中で営業が低迷したため脱毛など
のエステティック業への参入が増加。

②男性の美容への意識の高まりもあり、男性の脱毛ニーズが増
える。

コロナ禍での傾向

⑤新規参入数については不明。（一説には10,000店程度
増加したともいわれている。）

③オペレーション的には簡易にできると思われる脱毛サロンの
開業が急増した。

④脱毛メーカー主導で新規参入事業者への営業方法の指導が
おこわなれる傾向が強くなった。
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使用機器は一定の除毛減毛の効果を期待できる機
器を使用していたのか。

問題となる「脱毛サロン」の営業①

不明だが効果が期待できない機器を使用した可能性
がある。（適合審査合格機器ではない。）

脱毛機器製造事業者に対して電気用品安全法の適
用も含めて法的規制は存在せず、国内では脱毛機器
の安全性・有効性を確認する制度は、日本エステ
ティック振興協議会が実施する適合審査以外には存
在しない。
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「永久保証」「回数無制限」「発毛周期に関係なく施術できる」と
いった説明は、特定継続的役務提供契約の締結の促進とエス
テティックサービス契約書面に記載されている施術回数の消
化を促すための営業戦略である可能性が高いのではないか。

問題となる「脱毛サロン」の営業②

「永久保証」「回数無制限」については特商法第44条の不実告知
にあたる可能性がある。また「発毛時期に関係なく施術可能」との
表現も科学的根拠に欠けるものであり同様に不実告知にあたる
可能性がある。
「永久保証」「回数無制限」と謳いながら、役務回数の契約を行う
ことで、消費者に消化役務回数への意識を持たせずに役務回数
を消化させることで返金リスクを回避することを想定していると思
われる。
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1年以上を経過してから役務受領者が効果を得られないことを
理由として解約を希望してもその時点ではすでに契約した役
務回数は消化されているため、サロン側は契約上返金の義務
がなくなることを当初から計画している可能性はないか。

問題となる「脱毛サロン」の営業③

除毛減毛効果が期待できない機器を使用しているとすれば当
初から効果がない施術を提供していることになり、不実告知も
しくは不利益事実の不告知の可能性がある。
しかしながら、1年以上経過後にはすでに契約した回数は消化
されているため、取消権を行使しても返金がされない（特商法
第9条の三の5）可能性がある。
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一部のメーカーやディーラーは機器の販売時に②③
のことを想定するビジネスモデルを具体的に提示して
いる可能性はないか。

問題となる「脱毛サロン」の営業④

脱毛契約において③に起因する消費者トラブルが多数発生して
いることから、サロン事業者が個々にこのようなビジネスモデルを
実施しているとは考えにくく、機器の販売目的でメーカー等が主導
してこのようなビジネスモデルを主導した可能性が高いと思われ
る。

JEO2024/03/18 18



4.対策案

19JEO2024/03/18



通称「エステティックJIS」の策定により、エステ
ティックサロンのマネージメントと品質管理を産
業ルールとすることで、エステティック産業内だ
けではなく、消費者を始めとしたステークホル
ダーや周辺産業の理解と協力を得てエステ
ティック産業の健全化を図る。

対策案①

産業ルールの確立
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エステティシャンの技能の確立と透明化を図る
ために、創設を検討している職業能力検定制
度の制定に関して日本エステティック研究財団
に協力する。

対策案②

エステティシャン技能の確立
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品質や性能が不明な「光線を使用した脱毛機
器等」の製造流通を行政に把握していただき、
美容機器を製造販売するにあたって電気用品
安全法の適用（特定電気用品または特定電気
用品以外電気用品の指定を含め）等、美容機
器製造業者の行政への届出の義務付けを検
討願いたい。

対策案③

美容機器メーカーの登録制度の検討
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特定継続的役務提供を実施する事業者の財
務状況の透明化等の方法について、業界団体
及び信販業界などと検討していきたい。

対策案④

エステティック事業者の財務状況の透明化
への検討
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